
「日本プロフェッショナル講師協会」 会員規約 

 

ガイアモーレ株式会社（以下「当社」という）は、当社が提供する日本プロフェ

ッショナル講師協会（以下「当会」という）の会員向けサービス（以下「本サー

ビス」という）に関し、当会の会員に対して以下の通り会員規約を定めます。  

 

■第１条（会員資格の発生） 

会員とは、当社が定める手続きに従い本規約に同意のうえ、当社に会員の登録を

申し込み、当社がこれを承認した個人とします。  

 

■第２条（登録手続き） 

（１）会員の登録手続きは、当社所定の登録フォームあるいは当社が定める手続

きに従い、会員となる本人がおこなうものとします。原則として、代理による登

録は認めません。 

（２）会員は、会員登録にあたっては、会員自身に関する真実かつ正確な情報を

提供するものとします。 

（３）当社が会員として承認することを不適切と判断した場合は、会員の登録を

認めないことがあります。 

（４）会員の登録承認後であっても不適切と判断した場合には、承認を取消すこ

とがあります。 

（５）会員登録を認めなかった場合および承認の取消しをおこなった場合であ

っても、当社はその理由を開示しません。  

 

■第３条（ＩＤ、パスワードの管理） 

（１）当社は、会員に対して本サービスを利用するために必要なＩＤ、パスワー

ドを付与します。 

（２）会員は、本規約に基づき付与されたＩＤ、パスワードの管理、使用につい

て責任を持つこととします。  

（３）会員は、ＩＤ、パスワードを第三者へ譲渡または貸与、売買、名義変更、

質入等の行為は一切できません。 

（４）会員は、ＩＤ、パスワードの盗難、第三者による不正使用が想定される場

合は、直ちに当社へその旨を届け出るとともに、当社からの指示に速やかに従う



ものとします。 

（５）サービスを利用するにあたって入力したＩＤ、パスワードが登録されたも

のと一致することを当社が所定の方法により確認した場合、当社は会員による

利用があったものとみなし、これらが盗用、不正使用その他の事情により会員以

外の者が利用している場合であっても、これにより生じた損害については一切

責任を負いません。 

 

■第４条（登録情報、プライバシーの管理） 

（１）当社は、会員登録、サービスの利用等にともない当社が取得する会員に関

する情報（ＩＤ、パスワードを含み、以下「会員情報」という）を、当社が定め

るプライバシーポリシーに従い取り扱うものとします。 

（２）会員が登録した会員情報は、当社のデータベースに登録され、当会サービ

スの円滑な運用のために利用します。 

（３）当社は、当会サービス運営業務の一部を、守秘義務契約を締結した委託先

に委託することがあります。この場合、委託先は委託業務を遂行するために必要

な会員情報に接し、これを利用します。 

（４）当社は、会員の事前の承諾なくして、会員情報を第三者に開示、漏洩せず、

又、開示目的以外に利用しません。但し、裁判所、警察、行政機関、その他これ

らに準ずる第三者から適法に照会があった場合には、情報を開示する場合があ

ります。  

 

■第５条（変更の届け出） 

（１）会員は、会員情報に変更が生じた場合、または誤りがあった場合には、当

社が定める手続きに従い速やかに会員情報の変更・修正をおこなうものとしま

す。 

（２）会員が当該変更・修正を怠り当該変更・修正の手続きがなされなかったこ

とにより生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。  

 

■第６条（会員資格の更新） 

（１）退会の申し出は当月５日を締め日とし、退会の申し出がなかった場合に

は、翌月の契約を自動的に更新するものとします。  

 



■第７条（会員種別） 

（１）当会には以下の会員種別があります。 

・無料会員 

当会サイトにアクセスし、無料情報を閲覧や資料をダウンロードすることがで

きます。 

・通常会員 

当会の下記サービスをすべてご利用になれます。 

①      研修会社からの案件情報の提供、研修や研修会社についての情報提供 

② 当会の認定講師または上級認定講師のロゴの利用権 

③ 出版サポート 

④ 講師イベントの割引 

⑤ 研修資料やワーク素材のダウンロード 

⑥ 講師仲間との出会いの場 

⑦   企業研修.com サイトへの掲載 

⑧   zoom アカウントの貸出 

・情報会員 

主に講師として活躍する前のステージの方に向けた会員種別で、通常会員 

が受けられるサービスのうち、①③⑦を除くサービスがご利用になれます。 

 

■第８条（オプションサービス） 

当会は、会員の個別申込により以下のオプションサービスを提供します。 

・安心オプション 

万一のときの代替講師派遣、福利厚生サービスを提供します。 

・スーパー秘書オプション 

オンラインアシスタント事業「スーパー秘書」を単発で提供します。 

・シェアオフィスオプション 

当社をシェアオフィスとして利用いただけます。 

 

■第９条（会費、利用料金等） 

（１）入会金は会員種別によって以下のように定めます。 

・無料会員 無料 

・通常会員 10,000 円 



・情報会員  10,000 円 

（２）会費は会員種別によって以下のように定めます。  

・無料会員 無料 

・通常会員 月額 9,800 円（キャンペーン適用を除く） 

・情報会員 月額 3,980 円 

（２）オプションサービスの利用料金は以下となります。 

・安心オプション 月額 980円 

・スーパー秘書オプション 月額 1,980 円 

・シェアオフィスオプション 月額 2,980 円 

（３）代金の収納は株式会社メタップスペイメントの「会費ペイ」というシステ

ムを通じて行い、会費ペイのシステム利用料 110 円を毎月の課金ごとにご負担

いただきます。またそれに伴い、クレジットカード明細や口座引き落としの名義

も「会費ペイ」となります。  

（４）本条に定める会費、利用料金等については、消費税等込みの金額となり、 

増税他社会情勢によって、見直しする可能性があります。  

 

■第１０条（会費、利用料金の支払い）  

（１）お支払いは、原則として月払いとします。  

（２）決済方法はクレジットカードでのお支払いを基本とします。ただし、クレ

ジットカードが使えない等の個別の理由によっては、銀行の自動送金を認める

こともあります。 

（３）支払いにあたり、収納代行会社、金融機関などで別途利用条件、支払条件、 

利用限度額の設定などの規定がある場合には、それらに従うものとします。 

（４）会員と当該収納代行会社、金融機関などの間で紛争が発生した場合は、 当 

該当事者間で解決するものとし、当社に一切の責任はないものとします。  

 

■第１１条（会員種別、オプションサービスの変更） 

（１）会員は、会員種別およびオプションサービスを当社所定の方法にて当会 

に届け出ることによって変更できます。 

（２）会員種別のダウングレードおよびオプション解約の申し出は毎月５日締

めとし、５日までに届け出があった場合は、当月から変更できるものとします。

６日以降の申し出は、翌月から適用とします。 



（３）会員種別のアップグレードおよびオプション追加の申し出は、手続き完了

次第即時に適用するものとします。 

 

■第１２条（サービス提供停止、会員資格の取消）  

会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、会員へ事前に通知および催告す

ることなく、当社は当該会員の会員資格を一時停止または取り消しすることが

できるものとします。これにより当該会員に何らかの損害が生じても当社のそ

の責任を一切負いません。  

（１）会員登録の際、あるいは会員情報変更の際に、虚偽の申告をした場合  

（２）会員の権利や本サービスによって提供された情報、ＩＤ、パスワードを不

正に使用した場合。または第三者に使用させた場合 

（３）当該会員が当社あるいは当社が関係する第三者の運営を故意に妨害した、

ないし不快感を与える危険があると当社が判断した場合  

（４）本サービスによって提供された情報及び商品を、許可無く転載・複製・再

販売・オークションなどへ出品した場合 

（５）会費やサービス利用料等の支払いを２カ月以上遅延した場合、または支払

いを拒否した場合  

（６）クレジットカードの決済処理が２回以上エラーとなった場合 

（７）本規約に反する行為があったと判断した場合  

（８）その他、当社が会員として不適当と判断した場合  

 

■第１３条（解約） 

（１）会員は、有料会員の契約解約を希望する場合には、当社が定める手続きに

従い解約の届け出を行うものとします。 

（２）当社が会員の有料会員の解約申し出を受理し、当社からの受領連絡をも 

って解約手続きの完了とします。 

（３）有料会員解約の届け出は毎月５日締めとし、５日までに届け出があった 

場合は、届け出のあった当月末日を解約日とします。６日以降翌月５日までに 

解約の届け出があった場合は、翌月末日が解約日となり、翌月の月会費が発生 

します。 

（４）有料会員解約手続き完了後、すでに発送済み教材、入会特典商品などの返

送は不要とします。 



（５）有料会員解約後に再契約を希望する場合、解約後１年未満での再契約の場

合は、無料で再契約可能とし、解約時点での有料プラン会費を適用します。1年

経過後の再契約は、再契約手数料が必要となり、その時点での有料プラン会費を

適用とします。 

（６）解約日付によって会費を日割りや月割りで返金することはいたしません。  

 

■第１４条（サービス提供の変更および中止） 

（１）当社は、会員への事前の通知なくして、本サービスの諸条件、運用規則、

または本サービスの内容を変更することがあります。この変更には、価格および

当会サービスの内容などを含みますが、これらに限定されません。  

（２）当社は予告なしに、当会サービスを停止することができます。  

（３）この変更、停止等については、当社所定の方法にて通知または公表するも

のとし、会員は、これを承認するものとします。  

 

■第１５条（免責および損害賠償） 

（１）当社は、本サービスによって提供された情報について売上や仕事の紹介を

保証するものではありません。 

（２）当社は本サービスの利用により発生した会員の損害すべてに対し、いかな

る責任をも負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないものとします。 

（３）会員が本サービスの利用によって他の会員または第三者に対して損害を

与えた場合、会員は自己の費用と責任をもって解決し、当社に損害を与えること

のないものとします。 

（４）会員が本契約に反した行為によって当社に損害を与えた場合、当社は当該

会員に対して相応の損害賠償の請求をおこなえるものとします。  

 

■第１６条（合意管轄裁判所） 

会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を会員と当社の第

一審の専属的合意管轄裁判所とします。  

 

附則 

この会員規約は２０１８年８月１１日から実施します。  

 



２０２０年９月１日 一部改定（第７条、第９条、第１１条、第１３条） 

 

ガイアモーレ株式会社 

〒102-0071 東京都千代田区富士見 2-6-9 雄山閣ビル 4F  

電話：03-3556-2667  

日本プロフェッショナル講師協会事務局 

e-mail：info@j-pia.net 


